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収
用
委
員
会
公
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○ 

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
審
理
の
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
二
件
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一
〇 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
火
光
利
用
さ
ば
漁
業
に
つ
き
□
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請

す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

火
光
利
用
さ
ば
漁
業 

 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
ト
ン
以
下
□
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
五
十
五
年

法
律
第
四
十
号
□
附
則
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
現
存
船
で
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
も
の
□
以
下
□
旧
ト
ン
数
適
用
漁
船
□
と
い
う
□
□
に
あ
□
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン

以
上
七
十
ト
ン
以
下
□
□
た
だ
し
□
平
成
三
年
度
及
び
平
成
四
年
度
に
実
施
し
た
こ
の
漁
業
に
係
る

資
源
管
理
型
漁
業
構
造
再
編
緊
急
対
策
事
業
に
残
存
者
と
し
て
参
加
し
た
漁
業
者
の
申
請
に
係
る
船

舶
で
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
五
十
ト
ン
以
下

□
旧
ト
ン
数
適
用
漁
船
に
あ
□
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
ト
ン
以
下
□
と
す
る
□ 

 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

定
め
な
し 

 

４ 

操
業
区
域 

 
 

 

館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
か
ら
富
津
市
明
鐘
岬
突
端
を
経
て
神
奈
川
県
横
須
賀
市
観
音
埼
灯
台
中

心
点
を
結
ん
だ
線
か
ら
銚
子
市
地
先
に
至
る
間
の
千
葉
県
海
面 

 

５ 

漁
業
時
期 

 
 

 

周
年 

 

６ 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

漁

業

を

営

む

者

の

資

格 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶
等
の
数 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有
し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地
□
漁
船
法
施

行
規
則
□
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
□
第
一
条
第

九
項
に
規
定
す
る
主
た
る
根
拠
地
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
が

千
葉
県
の
区
域
に
あ
る
者 

二
十
七
隻 

神
奈
川
県
内
に
住
所
を
有
し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地
が
神
奈
川

県
の
区
域
に
あ
る
者 

一
隻 

静
岡
県
内
に
住
所
を
有
し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地
が
静
岡
県
の

区
域
に
あ
る
者 

四
隻 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
十
月
九
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
敷
網
漁
業
に
つ
き
□
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期

間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 

あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業 

 

２ 

船
舶
の
総
ト
ン
数 

 
 

 

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
ト
ン
以
下
□
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
五
十
五
年

法
律
第
四
十
号
□
附
則
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
現
存
船
で
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

9 

月

6

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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を
受
け
な
い
も
の
□
以
下
□
旧
ト
ン
数
適
用
漁
船
□
と
い
う
□
□
に
あ
□
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン

以
上
七
十
ト
ン
以
下
□
□
た
だ
し
□
平
成
三
年
度
及
び
平
成
四
年
度
に
実
施
し
た
こ
の
漁
業
に
係
る

資
源
管
理
型
漁
業
構
造
再
編
緊
急
対
策
事
業
に
残
存
者
と
し
て
参
加
し
た
漁
業
者
の
申
請
に
係
る
船

舶
で
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
五
十
ト
ン
以
下

□
旧
ト
ン
数
適
用
漁
船
に
あ
□
て
は
□
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
百
ト
ン
以
下
□
と
す
る
□ 

 

３ 

推
進
機
関
の
馬
力
数 

 
 

 

定
め
な
し 

 

４ 

操
業
区
域 

 
 

 

い
す
み
市
太
東
埼
灯
台
中
心
点
正
東
の
線
か
ら
館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
三
浦
市
剱

埼
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
線
に
至
る
間
の
千
葉
県
海
面 

 

５ 

漁
業
時
期 

 
 

 

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
あ
□
て
は
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
□
総
ト
ン
数

十
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
あ
□
て
は
八
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で 

 

６ 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数 

漁

業

を

営

む

者

の

資

格 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶
等
の
数 

千
葉
県
内
に
住
所
を
有
し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地
□
漁
船
法
施

行
規
則
□
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
□
第
一
条
第

九
項
に
規
定
す
る
主
た
る
根
拠
地
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
が

千
葉
県
の
区
域
に
あ
る
者 

三
隻 

静
岡
県
内
に
住
所
を
有
し
□
か
つ
□
船
舶
根
拠
地
が
静
岡
県
の

区
域
に
あ
る
者 

一
隻 

二 

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
十
月
九
日
ま
で 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
□
令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
一
号
□
以
下
□
規

則
□
と
い
う
□
□
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
う
な
ぎ
稚
魚
漁
業
に
つ
き
□
制
限
措
置
及
び
許
可

を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

制
限
措
置
の
内
容 

 

そ
の
一 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

か
ぐ
ら
網
漁
業(

利
根
川
に
お
い
て
ふ
く
ろ
網
に
よ
り
う
な
ぎ
の
稚
魚
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
を
い
う
□)
 

 
 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
五
日
ま
で 

 
 

３ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

操 
 

 

業 
 

 

区 
 

 

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き

漁
業
者
の
数 

共
同
漁
業
権
内
共
第
十
一
号
及
び
内
共
第
十

二
号
□
令
和
五
年
九
月
一
日
免
許
□
の
漁
場

の
区
域
□
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
に
定
め

る
区
域
を
除
く
□
□
並
び
に
黒
部
川
の
水
域

の
う
ち
銚
子
市
富
川
町
と
同
市
忍
町
と
の
境

界
線
か
ら
香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
と
同
町
新

宿
と
の
境
界
線
に
至
る
地
先
の
千
葉
県
水
域 

銚
子
市
又
は
香
取
郡
東

庄

町

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

四
人 

 

共
同
漁
業
権
内
共
第
十
二
号
□
令
和
五
年
九

月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
銚
子

市
富
川
町
と
同
市
忍
町
と
の
境
界
線
か
ら
下

流
の
千
葉
県
水
域
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四

分
九
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三
十
六
秒

の
点
及
び
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
二
十
秒

東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三
十
八
秒
の
点
の

見
通
し
線
と
北
緯
三
十
五
度
四
十
五
分
十
五

秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七
分
十
六
秒
の
点
及

び
北
緯
三
十
五
度
四
十
五
分
二
十
一
秒
東
経

百
四
十
度
四
十
七
分
二
十
四
秒
の
点
の
見
通

し
線
に
挟
ま
れ
た
水
域
に
あ
□
て
は
□
北
緯

三
十
五
度
四
十
四
分
九
秒
東
経
百
四
十
度
四

十
九
分
三
十
六
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度
四

十
四
分
二
十
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三

十
八
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
二

十
五
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
一
秒
の

点
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
三
十
七
秒
東

経
百
四
十
度
四
十
八
分
三
十
五
秒
の
点
□
北

緯
三
十
五
度
四
十
四
分
五
十
二
秒
東
経
百
四

十
度
四
十
八
分
八
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度

四
十
五
分
二
十
一
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七

分
二
十
四
秒
の
点
及
び
北
緯
三
十
五
度
四
十 

銚
子
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

四
十
六
人 
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五
分
十
五
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七
分
十
六

秒
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
と
公
有
水
面
と

陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
□
て
囲
ま
れ
た
水
域

に
限
る
□
□ 

 
 

 

そ
の
二 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

ふ
く
ろ
網
漁
業 

 
 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
五
日
ま
で 

 
 

３ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

操 
 

 

業 
 

 

区 
 

 

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き

漁
業
者
の
数 

横
芝
堰
か
ら
下
流
の
栗
山
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
及
び
大
布
川
□
河
口
か

ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
の
水
域 

匝
瑳
市
□
香
取
市
若
し

く
は
山
武
市
又
は
香
取

郡
多
古
町
若
し
く
は
山

武
郡
芝
山
町
若
し
く
は

横
芝
光
町
内
に
住
所
を

有
し
□
か
つ
□
採
捕
し

た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適

正
な
流
通
の
枠
組
み
の

も
と
で
販
売
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
者 

八
人 

 

松
潟
堰
か
ら
下
流
の
一
宮
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域 

長
生
郡
一
宮
町
又
は
長

生

村

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

三
人 

 

 

そ
の
三 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

ひ
き
網
漁
業 

 
 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
五
日
ま
で 

 
 

３ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

 

操 
 

 

業 
 

 

区 
 

 

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き

漁
業
者
の
数 

利
根
川
河
口
堰
管
理
橋
下
流
端
及
び
黒
部
川

大
橋
上
流
端
か
ら
香
取
郡
東
庄
町
と
銚
子
市

と
の
境
界
ま
で
の
利
根
川
□
千
葉
県
水
域

□
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
に
定
め
る
区
域

を
除
く
□
□
に
限
る
□
□
並
び
に
黒
部
川
水

門
下
流
端
か
ら
下
流
の
黒
部
川
の
水
域 

銚
子
市
又
は
香
取
郡
東

庄

町

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

三
人 

 

 

そ
の
四 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 
 

 
 

す
く
い
網
漁
業
□
船
舶
を
使
用
し
な
い
で
行
う
漁
業
に
限
る
□
□ 

 
 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
五
日
ま
で 

 
 

３ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

操 
 

 

業 
 

 

区 
 

 

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き

漁
業
者
の
数 

共
同
漁
業
権
内
共
第
十
一
号
及
び
内
共
第
十

二
号
□
令
和
五
年
九
月
一
日
免
許
□
の
漁
場

の
区
域
□
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
に
定
め

る
区
域
を
除
く
□
□
並
び
に
黒
部
川
の
水
域

の
う
ち
銚
子
市
富
川
町
と
同
市
忍
町
と
の
境

界
線
か
ら
香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
と
同
町
新

宿
と
の
境
界
線
に
至
る
地
先
の
千
葉
県
水
域 

銚
子
市
又
は
香
取
郡
東

庄

町

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

二
十
人 

 

横
芝
堰
か
ら
下
流
の
栗
山
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
ま
で
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
及
び
大
布
川
□
河
口
か

ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
の
水
域
並
び
に
こ
れ
ら
の
河
川
の
河

口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以
内

の
海
域 

匝
瑳
市
□
香
取
市
若
し

く
は
山
武
市
又
は
香
取

郡
多
古
町
若
し
く
は
山

武
郡
芝
山
町
若
し
く
は

横
芝
光
町
内
に
住
所
を

有
し
□
か
つ
□
採
捕
し

た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適

正
な
流
通
の
枠
組
み
の

も
と
で
販
売
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
者 

百
二
十
九
人 

 

清
水
堰
か
ら
下
流
の
南
白
亀
川
□
支
派
川 

長
生
郡
白
子
町
内
に
住 

百
七
人 
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□
分
岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域

に
限
る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域
及
び
当
該

河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□

ト
ル
以
内
の
海
域 

所
を
有
し
□
か
つ
□
採

捕
し
た
う
な
ぎ
の
稚
魚

を
適
正
な
流
通
の
枠
組

み
の
も
と
で
販
売
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

潮
止
堰
か
ら
下
流
の
夷
隅
川
□
旧
夷
隅
川
残

存
水
面
及
び
支
派
川
□
分
岐
点
か
ら
五
百

メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限
る
□
□
を
含

む
□
□
□
三
軒
屋
川
□
江
場
土
橋
下
流
端
か

ら
下
流
の
江
場
土
川
□
文
塚
橋
下
流
端
か
ら

下
流
の
塩
田
川
並
び
に
勝
浦
市
□
い
す
み
市

及
び
夷
隅
郡
御
宿
町
の
区
域
内
に
河
口
を
有

す
る
河
川
□
河
口
か
ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
水
域
に
限
る
□
□
の
水
域
並
び
に
こ

れ
ら
の
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三

百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

勝
浦
市
若
し
く
は
い
す

み
市
又
は
夷
隅
郡
大
多

喜
町
若
し
く
は
御
宿
町

内
に
住
所
を
有
し
□
か

つ
□
採
捕
し
た
う
な
ぎ

の
稚
魚
を
適
正
な
流
通

の
枠
組
み
の
も
と
で
販

売
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
者 

百
四
十
七
人 

 

横
渚
橋
下
流
端
か
ら
四
十
メ
□
ト
ル
下
流
の

潮
止
堰
か
ら
下
流
の
加
茂
川
□
東
条
大
橋
下

流
端
か
ら
三
百
二
十
メ
□
ト
ル
下
流
の
ゴ
ム

引
布
製
起
伏
堰
か
ら
下
流
の
待
崎
川
並
び
に

鴨
川
市
及
び
南
房
総
市
□
旧
白
浜
町
□
旧
千

倉
町
□
旧
丸
山
町
及
び
旧
和
田
町
の
区
域
に

限
る
□
□
の
区
域
内
に
河
口
を
有
す
る
河
川

□
河
口
か
ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水

域
に
限
る
□
□
の
水
域
並
び
に
こ
れ
ら
の
河

川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト

ル
以
内
の
海
域 

鴨
川
市
又
は
南
房
総
市

内
に
住
所
を
有
し
□
か

つ
□
採
捕
し
た
う
な
ぎ

の
稚
魚
を
適
正
な
流
通

の
枠
組
み
の
も
と
で
販

売
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
者 

七
十
六
人 

 

小
櫃
堰
か
ら
小
櫃
橋
下
流
端
ま
で
の
小
櫃
川

□
支
派
川
□
分
岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以

内
の
水
域
に
限
る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域 

木
更
津
市
□
君
津
市
又

は
袖
ケ
浦
市
内
に
住
所

を
有
し
□
か
つ
□
採
捕

し
た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を

適
正
な
流
通
の
枠
組
み

の
も
と
で
販
売
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
者 

二
十
八
人 

 

五
井
大
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
養
老
川
□
支

派
川
□
分
岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の 

市
原
市
又
は
夷
隅
郡
大

多
喜
町
内
に
住
所
を
有 

五
人 

 
 

 
 

 
 

 

水
域
に
限
る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域 

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
七
号
□
令
和
五
年
九

月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
銚
子

市
海
鹿
島
町
と
同
市
君
□
浜
と
の
境
界
線
か

ら
同
市
名
洗
町
と
同
市
西
小
川
町
と
の
境
界

線
に
至
る
漁
場
の
区
域
及
び
共
第
五
十
六
号

□
令
和
五
年
九
月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区

域
内
に
流
入
す
る
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か

ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

銚
子
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

十
人 

 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
四
号
□
共
第
五
十
五

号
及
び
共
第
五
十
六
号
□
令
和
五
年
九
月
一

日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
内
に
流
入
す
る
河

川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト

ル
以
内
の
水
域 

旭
市
若
し
く
は
匝
瑳
市

又
は
山
武
郡
横
芝
光
町

内
に
住
所
を
有
し
□
か

つ
□
採
捕
し
た
う
な
ぎ

の
稚
魚
を
適
正
な
流
通

の
枠
組
み
の
も
と
で
販

売
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
者 

九
十
四
人 

 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
号
□
令
和
五
年
九
月

一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
内
に
流
入
す
る

河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□

ト
ル
以
内
の
水
域 

い
す
み
市
内
に
住
所
を

有
し
□
か
つ
□
採
捕
し

た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適

正
な
流
通
の
枠
組
み
の

も
と
で
販
売
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
者 

八
人 

 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
二
号
□
令
和
五
年
九

月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
内
に
流
入
す

る
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百

メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域 

山
武
市
若
し
く
は
大
網

白
里
市
又
は
山
武
郡
九

十
九
里
町
若
し
く
は
横

芝
光
町
若
し
く
は
長
生

郡
一
宮
町
□
長
生
村
若

し
く
は
白
子
町
内
に
住

所
を
有
し
□
か
つ
□
採

捕
し
た
う
な
ぎ
の
稚
魚

を
適
正
な
流
通
の
枠
組 

三
十
七
人 
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み
の
も
と
で
販
売
す
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

共
同
漁
業
権
共
第
四
十
号
□
令
和
五
年
九
月

一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
内
に
流
入
す
る

河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□

ト
ル
以
内
の
水
域 

鴨
川
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

三
十
五
人 

 
駒
込
堰
か
ら
下
流
の
新
川
□
支
派
川
□
分
岐

点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域
及
び
当
該
河
川

の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
海
域 

旭
市
又
は
匝
瑳
市
内
に

住
所
を
有
し
□
か
つ
□

採
捕
し
た
う
な
ぎ
の
稚

魚
を
適
正
な
流
通
の
枠

組
み
の
も
と
で
販
売
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

者 

六
十
人 

 

加
勢
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
木
戸
川
の
水
域

及
び
当
該
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径

三
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

山
武
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

八
十
九
人 

 

大
中
堰
か
ら
下
流
の
作
田
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域
及
び
当
該
河
川

の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
海
域 

東
金
市
若
し
く
は
山
武

市
又
は
山
武
郡
九
十
九

里

町

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

百
二
十
三
人 

 

小
沼
田
堰
か
ら
下
流
の
真
亀
川
の
水
域
及
び

当
該
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百

メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

東
金
市
若
し
く
は
大
網

白
里
市
又
は
山
武
郡
九

十
九
里
町
内
に
住
所
を

有
し
□
か
つ
□
採
捕
し

た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適

正
な
流
通
の
枠
組
み
の

も
と
で
販
売
す
る
も
の 

五
十
二
人 

 

 
 

 

 
 

 

 

と
認
め
ら
れ
る
者 

 

殿
里
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
堀
川
の
水
域
及

び
当
該
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三

百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

大
網
白
里
市
内
に
住
所

を
有
し
□
か
つ
□
採
捕

し
た
う
な
ぎ
の
稚
魚
を

適
正
な
流
通
の
枠
組
み

の
も
と
で
販
売
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
者 

三
十
人 

 

松
潟
堰
か
ら
下
流
の
一
宮
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域 

長
生
郡
一
宮
町
又
は
長

生

村

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

十
九
人 

 

松
潟
堰
か
ら
下
流
の
一
宮
川
□
支
派
川
□
分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域
及
び
当
該
河
川

の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
海
域 

長
生
郡
一
宮
町
又
は
睦

沢

町

内

に

住

所

を

有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

四
十
五
人 

 

小
糸
川
人
見
堰
か
ら
下
流
の
小
糸
川
□
支
派

川
□
分
岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水

域
に
限
る
□
□
を
含
む
□
□
の
水
域 

君
津
市
又
は
富
津
市
内

に

住

所

を

有

し

□

か

つ
□
採
捕
し
た
う
な
ぎ

の
稚
魚
を
適
正
な
流
通

の
枠
組
み
の
も
と
で
販

売
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
者 

九
人 

 

亥
鼻
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
印
旛
放
水
路
の

水
域 

千
葉
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

五
人 

 

館
山
市
内
に
河
口
を
有
す
る
河
川
□
河
口
か

ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限 

館
山
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た 

十
人 
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る
□
□
の
水
域
及
び
当
該
河
川
の
河
口
の
中

心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

 

旭
市
及
び
匝
瑳
市
□
旧
野
栄
町
の
区
域
に
限

る
□
□
の
区
域
内
に
河
口
を
有
す
る
河
川

□
河
口
か
ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水

域
に
限
る
□
□
の
水
域
並
び
に
当
該
河
川
の

河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以

内
の
海
域 

旭
市
又
は
匝
瑳
市
内
に

住
所
を
有
し
□
か
つ
□

採
捕
し
た
う
な
ぎ
の
稚

魚
を
適
正
な
流
通
の
枠

組
み
の
も
と
で
販
売
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

者 

七
十
八
人 

 

富
津
市
富
津
の
区
域
内
に
河
口
を
有
す
る
河

川
□
河
口
か
ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の

水
域
に
限
る
□
□
の
水
域
及
び
当
該
河
川
の

河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以

内
の
海
域 

富
津
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

十
人 

 

富
津
市
青
木
又
は
同
市
西
川
の
区
域
内
に
河

口
を
有
す
る
河
川
□
河
口
か
ら
上
流
五
百

メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限
る
□
□
の
水
域 

富
津
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

三
人 

 

共
同
漁
業
権
共
第
五
十
七
号
□
令
和
五
年
九

月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
基
点

北
二
十
二
号
の
点
か
ら
銚
子
市
海
鹿
島
町
と

同
市
君
□
浜
と
の
境
界
線
に
至
る
漁
場
の
区

域
内
に
流
入
す
る
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か

ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

銚
子
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

十
一
人 

 

吾
妻
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
岩
瀬
川
の
水
域 

富
津
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

四
人 

 

 

そ
の
五 

 
 

１ 

漁
業
種
類 

 

 
 

 
 

す
く
い
網
漁
業
□
船
舶
を
使
用
し
な
い
で
行
う
漁
業
を
除
く
□
□ 

 
 

２ 

漁
業
時
期 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
五
日
ま
で 

 
 

３ 

操
業
区
域
□
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数 

操 
 

 

業 
 

 

区 
 

 

域 

漁
業
を
営
む
者
の
資
格 

許
可
を
す
べ
き

漁
業
者
の
数 

共
同
漁
業
権
内
共
第
十
二
号
□
令
和
五
年
九

月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
銚
子

市
富
川
町
と
同
市
忍
町
と
の
境
界
線
か
ら
下

流
の
千
葉
県
水
域
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四

分
九
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三
十
六
秒

の
点
及
び
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
二
十
秒

東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三
十
八
秒
の
点
の

見
通
し
線
と
北
緯
三
十
五
度
四
十
五
分
十
五

秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七
分
十
六
秒
の
点
及

び
北
緯
三
十
五
度
四
十
五
分
二
十
一
秒
東
経

百
四
十
度
四
十
七
分
二
十
四
秒
の
点
の
見
通

し
線
に
挟
ま
れ
た
水
域
に
あ
□
て
は
□
北
緯

三
十
五
度
四
十
四
分
九
秒
東
経
百
四
十
度
四

十
九
分
三
十
六
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度
四

十
四
分
二
十
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
三

十
八
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
二

十
五
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
九
分
一
秒
の

点
□
北
緯
三
十
五
度
四
十
四
分
三
十
七
秒
東

経
百
四
十
度
四
十
八
分
三
十
五
秒
の
点
□
北

緯
三
十
五
度
四
十
四
分
五
十
二
秒
東
経
百
四

十
度
四
十
八
分
八
秒
の
点
□
北
緯
三
十
五
度

四
十
五
分
二
十
一
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七

分
二
十
四
秒
の
点
及
び
北
緯
三
十
五
度
四
十

五
分
十
五
秒
東
経
百
四
十
度
四
十
七
分
十
六

秒
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
と
公
有
水
面
と

陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
□
て
囲
ま
れ
た
水
域

に
限
る
□
□ 

銚
子
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

一
人 

 

潮
止
堰
か
ら
下
流
の
夷
隅
川
□
旧
夷
隅
川
残

存
水
面
及
び
支
派
川
□
分
岐
点
か
ら
五
百 

勝
浦
市
若
し
く
は
い
す

み
市
又
は
夷
隅
郡
大
多 

二
十
四
人 
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メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限
る
□
□
を
含

む
□
□
□
三
軒
屋
川
□
江
場
土
橋
下
流
端
か

ら
下
流
の
江
場
土
川
□
文
塚
橋
下
流
端
か
ら

下
流
の
塩
田
川
並
び
に
勝
浦
市
□
い
す
み
市

及
び
夷
隅
郡
御
宿
町
の
区
域
内
に
河
口
を
有

す
る
河
川
□
河
口
か
ら
上
流
五
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
水
域
に
限
る
□
□
の
水
域
並
び
に
こ

れ
ら
の
河
川
の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三

百
メ
□
ト
ル
以
内
の
海
域 

喜
町
若
し
く
は
御
宿
町

内
に
住
所
を
有
し
□
か

つ
□
採
捕
し
た
う
な
ぎ

の
稚
魚
を
適
正
な
流
通

の
枠
組
み
の
も
と
で
販

売
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
者 

 

市
川
橋
下
流
端
か
ら
下
流
の
共
同
漁
業
権
内

共
第
十
一
号
□
令
和
五
年
九
月
一
日
東
京
都

知
事
免
許
□
の
漁
場
の
区
域
□
市
川
市
地
先

の
千
葉
県
水
域
に
限
る
□
□
及
び
市
川
市
内

の
水
路
の
水
域 

市
川
市
内
に
住
所
を
有

し
□
か
つ
□
採
捕
し
た

う
な
ぎ
の
稚
魚
を
適
正

な
流
通
の
枠
組
み
の
も

と
で
販
売
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者 

五
人 

 

松
潟
堰
か
ら
下
流
の
一
宮
川
□
支
派
川(

分

岐
点
か
ら
五
百
メ
□
ト
ル
以
内
の
水
域
に
限

る
□
□
を
含
む
□)

の
水
域
及
び
当
該
河
川

の
河
口
の
中
心
点
か
ら
半
径
三
百
メ
□
ト
ル

以
内
の
海
域 

長
生
郡
一
宮
町
又
は
睦

沢
町
に
住
所
を
有
し
□

か
つ
□
採
捕
し
た
う
な

ぎ
の
稚
魚
を
適
正
な
流

通
の
枠
組
み
の
も
と
で

販
売
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
者 

一
人 

 

二 

許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
二
日
か
ら
十
月
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
三
十
二
号
□
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指

定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

瀬
戸
上
灰
毛 

野
田
市
瀬
戸
上
灰
毛
及
び
三
ツ
堀
の
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

 

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

瀬
戸
上
灰
毛 

野
田
市
瀬
戸
上
灰
毛
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

七
光
台
一 

野
田
市
七
光
台
及
び
五
木
新
田
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
花
輪
三 

野
田
市
上
花
輪
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
花
輪
四 

野
田
市
上
花
輪
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
花
輪
五 

野
田
市
上
花
輪
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
花
輪
六 

野
田
市
上
花
輪
及
び
上
花
輪
新
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

花
井
一 

野
田
市
花
井
□
中
根
及
び
花
井
一
丁
目
の

区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

中
野
台
一 

野
田
市
中
野
台
及
び
中
野
台
鹿
島
町
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
三
ケ
尾
一 
野
田
市
上
三
ケ
尾
の
区
域
の
う
ち
□
次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
戸
一 

野
田
市
瀬
戸
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
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に
示
す
区
域 

 

瀬
戸
二 

野
田
市
瀬
戸
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
戸
三 

野
田
市
瀬
戸
及
び
三
ツ
堀
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

西
三
ケ
尾
一 

野
田
市
西
三
ケ
尾
の
区
域
の
う
ち
□
次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

船
形
一 

野
田
市
船
形
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

木
間
ケ
瀬
一 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
及
び
木
間
ケ
瀬
新
田
の

区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

木
野
崎
一 

野
田
市
木
野
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

木
野
崎
二 

野
田
市
木
野
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

目
吹
一 

野
田
市
目
吹
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

目
吹
二 

野
田
市
目
吹
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

上
花
輪
三 

野
田
市
上
花
輪
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
花
輪
五 

野
田
市
上
花
輪
の
区
域
の
う 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 
 

上
花
輪
六 

野
田
市
上
花
輪
及
び
上
花
輪
新

町
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

花
井
一 

野
田
市
花
井
□
中
根
及
び
花
井

一
丁
目
の
区
域
の
う
ち
□
次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
三
ケ
尾
一 

野
田
市
上
三
ケ
尾
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
戸
一 

野
田
市
瀬
戸
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
戸
三 

野
田
市
瀬
戸
及
び
三
ツ
堀
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

船
形
一 

野
田
市
船
形
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

木
間
ケ
瀬
一 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
及
び
木
間
ケ

瀬
新
田
の
区
域
の
う
ち
□
次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

木
野
崎
一 

野
田
市
木
野
崎
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

木
野
崎
二 

野
田
市
木
野
崎
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

目
吹
一 

野
田
市
目
吹
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

目
吹
二 

野
田
市
目
吹
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
三
十
九
号
□
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

の
指
定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 
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令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

瀬
戸
上
灰
毛 

野
田
市
瀬
戸
上
灰
毛
及
び
三
ツ

堀
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

瀬
戸
上
灰
毛 

野
田
市
瀬
戸
上
灰
毛
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
東
葛
飾
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
□
船
橋
都
市
計
画

都
市
高
速
鉄
道
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

東
葉
高
速
鉄
道
株
式
会
社 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

船
橋
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
事
業
第
五
号
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

船
橋
市
東
町
及
び
米
ケ
崎
町
地
内 

 
 

使
用
の
部
分 

船
橋
市
東
町
及
び
米
ケ
崎
町
地
内 

公

告 

 
 

 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
送
付
及
び
縦
覧
等 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
□
平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号
□
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
□
市
原

市
か
ら
廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設
□
福
増
ク
リ
□
ン
セ
ン
タ
□
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
更
新
事
業
□
に

係
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
送
付
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
□
千
葉
県
環

境
影
響
評
価
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
そ
の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

な
お
□
そ
の
事
業
者
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
□
対
象
事
業
の
名
称
□

種
類
及
び
規
模
□
対
象
事
業
実
施
区
域
□
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
地
域
の
範
囲
□
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
場
所
□
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間
□
環
境
影
響
評
価

方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
等
並
び
に
方
法
書
説
明
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催

場
所
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

市
原
市 

市
原
市
長 

小
出
譲
治 

市
原
市
国
分
寺
台
中
央
一
丁
目
一
番
地
一 

二 

対
象
事
業
の
名
称
□
種
類
及
び
規
模 

 
 

福
増
ク
リ
□
ン
セ
ン
タ
□
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
更
新
事
業 

廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設 

一
日

当
た
り
の
処
理
能
力
三
百
四
十
四
ト
ン 

三 

対
象
事
業
実
施
区
域 

 
 

市
原
市
福
増
一
二
四
番
地
二 

四 

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲 

 
 

市
原
市
及
び
長
生
郡
長
柄
町 

五 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
場
所
□
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間 

 
１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 
千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
並
び
に
市
原
市
環
境
部
ク
リ
□
ン
推
進
課
□
市
原
市
役
所
南
総

支
所
及
び
市
原
市
福
増
ク
リ
□
ン
セ
ン
タ
□
並
び
に
長
柄
町
建
設
環
境
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
六
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
□
□ 

 

３ 

縦
覧
時
間 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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六 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
等 

 
１ 

提
出
期
限 

 
 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
二
日
□
郵
送
に
よ
る
場
合
は
□
同
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
有
効
と

す
る
□
□ 

 

２ 

提
出
先 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課 

 

３ 

意
見
書
に
記
載
す
る
事
項 

 
 

 
 

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
□
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
□
て
は
□
そ

の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
□ 

 
 

 
 

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
名
称 

 
 

 
 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

 

４ 

そ
の
他 

 
 

 
 

３ 

の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
は
□
日
本
語
に

よ
り
□
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載
す
る
こ
と
□ 

 
 

 
 

意
見
書
の
提
出
は
□
千
葉
県
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
か
ら
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し
て
行
う
こ
と

も
で
き
る
□ 

七 

方
法
書
説
明
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所 

開

 

催

 

日

 

時 
開
 

催

 

場

 

所 

令
和
六
年
九
月
十
四
日
□
土
曜
日
□
午
前
十
時

か
ら
正
午
ま
で 

市
原
市
福
増
ク
リ
□
ン
セ
ン
タ
□
□
市
原
市
福

増
一
二
四
番
地
二
□ 

令
和
六
年
九
月
十
四
日
□
土
曜
日
□
午
後
二
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で 

市
原
市
福
増
ク
リ
□
ン
セ
ン
タ
□
□
市
原
市
福

増
一
二
四
番
地
二
□ 

令
和
六
年
九
月
十
七
日
□
火
曜
日
□
午
後
六
時

か
ら
午
後
八
時
ま
で 

市
原
市
役
所
第
二
庁
舎
□
市
原
市
国
分
寺
台
中

央
一
丁
目
一
番
地
一
□ 

   
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
□
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

次
の
と
お
り
処
分
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
該
当 

一 

商
号 

ミ
ラ
イ
ズ
エ
□
ジ
□
ン
ト
株
式
会
社 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

千
葉
市
中
央
区
中
央
三
丁
目
一
七
番
二
号
ラ
イ
オ
ン
ビ
ル
一
〇
三
号 

三 

代
表
者
の
氏
名 

中
村
恭
平 

四 

免
許
番
号 

千
葉
県
知
事
□
二
□
第
一
六
六
七
九
号 

 

五 

免
許
年
月
日 

令
和
元
年
七
月
十
六
日 

六 

処
分
の
内
容 

令
和
六
年
八
月
九
日
付
け
で
免
許
取
消
し 

収

用

委

員

会

公

告 

 
 

 

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
審
理
の
開
始 

 

土
地
収
用
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
□
第
九
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と

お
り
審
理
を
開
始
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
収
用
委
員
会
会
長 

 

三 

谷 
 

 
 

紘 
 

 

一 

日
時 

令
和
六
年
十
月
七
日 

午
後
二
時 

二 

場
所 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
庁
南
庁
舎
四
階
収
用
委
員
会
審
理
室 

三 

審
理
の
内
容 

 

１ 

大
網
白
里
市
施
行
の
大
網
白
里
都
市
計
画
事
業
大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
土
地
区
画

整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に

関
す
る
次
の
裁
決
申
請
事
件
に
つ
い
て 

 
 

 

申
請
の
あ
□
た
建
築
物
等
の
所
在
及
び
地
番 

建 

築 

物 

等 

の 

所 

在 

地 

番 

□ 

従 

前 

□ 

大
網
白
里
市
駒
込
字
上
弐
町
五
反 

四
二
六
番
五 

 

２ 

大
網
白
里
市
施
行
の
大
網
白
里
都
市
計
画
事
業
大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
土
地
区
画

整
理
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
関
す
る
次
の
裁
決
申
請
事
件
に
つ
い
て 

 
 

 

申
請
の
あ
□
た
宅
地
の
所
在
及
び
地
番 

宅 

地 

の 

所 

在 

地 

番 

□ 

従 

前 

□ 

大
網
白
里
市
駒
込
字
上
弐
町
五
反 

四
二
六
番
五 

大
網
白
里
市
駒
込
字
上
弐
町
五
反 

四
二
六
番
八 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

      

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（三） 
 

（一） 

 

（二） 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

９
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続
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⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

千
葉

県
庁

本
庁

舎
外

携
帯

内
線

シ
ス

テ
ム

構
築

業
務

 
一

式
 

②
千

葉
県

総
務

部
管

財
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

６
年

６
月

２
８

日
 

④
株

式
会

社
Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ

モ
 

東
京

都
千

代
田

区
永

田
町

二
丁

目
１

１
番

１
号

 
⑤

１
９

，
８

０
５

，
６

１
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
５

月
１

７
日

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

６
年

９
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

令
和

６
年

度
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
か

と
り

３
号

（
川

崎
式

Ｂ
Ｋ

１
１

７
Ｃ

－
２

型
、

Ｊ
Ａ

９
３

Ｃ
Ｐ

）
９

 

年
目

定
期

耐
空

証
明

更
新

基
本

整
備

 
一

式
 

②
千

葉
県

警
察

本
部

総
務

部
会

計
課

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

９
番

１
号

 
③

令
和

６
年

７
月

２
日

 
④

セ
ン

ト
ラ

ル
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
株

式
会

社
 

 

愛
知

県
西

春
日

井
郡

豊
山

町
大

字
豊

場
字

林
先

１
番

地
１

 
⑤

６
３

，
７

０
３

，
３

１
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
６

年
５

月
２

１
日
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


